
 

 

 

大津市は、平成 16 年 4 月に「古都大津の風格ある景観をつくる基本計画」を策定しました。基

本計画では、「水・緑・人が織りなす古都のかがやき」を基本理念とし、「水が煌めく景観」、「緑が

薫る景観」、「歴史を育む景観」の 3つの基本目標を掲げています。 

その基本理念、基本目標を実現するため、平成 18 年 2 月に景観法に基づき、大津市のあるべき

景観像を明確にするとともに、その実現のための規制誘導の基準を定めた『大津市景観計画』を策

定し、同年 10月から景観計画区域内における届出制度を開始しました。 


